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　福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
  　 　 令和７年１２月２５日 

 　 福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
福井県規則第５６号 
   　 福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則 
　福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則（昭和３２年福井県規則第３２号）の一部を次のように改正す
　る。 別表第１を次のように改める。 
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   附 則 
 （施行期日等） 
１ この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
（給与の内払） 

２ この規則による改正前の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて令和７年４月１日からこの規則の施行の日の前日
までの間に職員に支払われた給与は、改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。 
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住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和７年１２月２５日 

 福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博 
福井県規則第５７号 
   住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則 
住民基本台帳法施行細則（平成１４年福井県規則第５９号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 
１ （略） １～４（略） 
２ （略） （略） 

３ 条例別表第１の
３の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

４ 条例別表第１の
４の項の規則で定
める事務 

１・２ （略） 

５ 条例別表第１の
５の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

６ 条例別表第１の
６の項の規則で定
める事務 

１・２ （略） 

別表第１（第２条関係） 
１ （略） １～４（略）  
２ （略） （略） 
３ 条例別表第１の
３の項の規則で定
める事務 

１ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条
の登録の申請の受理、その申請に係る事実につい
ての審査またはその申請に対する応答 
２ 採石法第３２条の７第１項の届出の受理または
その届出に係る事実についての審査 

４ 条例別表第１の
４の項の規則で定
める事務 

１ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第３条
の登録の申請の受理、その申請に係る事実につい
ての審査またはその申請に対する応答 
２ 砂利採取法第９条第１項の届出の受理またはそ
の届出に係る事実についての審査 

５ 条例別表第１の
５の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

６ 条例別表第１の
６の項の規則で定
める事務 

１・２ （略） 

７ 条例別表第１の
７の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

８ 条例別表第１の
８の項の規則で定
める事務 

１・２ （略） 

７ 条例別表第１の
７の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
８ 条例別表第１の
８の項の規則で定
める事務 

（略）

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
１０ 条例別表第１
の１０の項の規則
で定める事務 

（略）

１１ 条例別表第１
の１１の項の規則
で定める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 
２ 条例別表第２監
査委員の項の規則
で定める事務 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２
条第１項の監査の請求の受理、その請求に係る事実
についての審査またはその請求に対する応答 

３ （略） （略） 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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 福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和７年１２月２５日 

      福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博  

福井県規則第５８号  

   福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則  

 福井県中小企業高度化資金貸付規則（昭和４３年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 受託中 

小振興 

計画承

認グル

ープ事

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

受託中小振興

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 受託中小

振興計画承

認グループ

受託中小振興計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 下請振 

興事業 

計画承 

認グル 

ープ事 

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

下請振興事業

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 下請振興

事業計画承

認グループ

下請振興事業計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 



７ 条例別表第１の
７の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
８ 条例別表第１の
８の項の規則で定
める事務 

（略）

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
１０ 条例別表第１
の１０の項の規則
で定める事務 

（略）

１１ 条例別表第１
の１１の項の規則
で定める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 
２ 条例別表第２監
査委員の項の規則
で定める事務 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２
条第１項の監査の請求の受理、その請求に係る事実
についての審査またはその請求に対する応答 

３ （略） （略） 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 

 福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和７年１２月２５日 

      福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博  

福井県規則第５８号  

   福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則  

 福井県中小企業高度化資金貸付規則（昭和４３年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 受託中 

小振興 

計画承

認グル

ープ事

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

受託中小振興

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 受託中小

振興計画承

認グループ

受託中小振興計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 下請振 

興事業 

計画承 

認グル 

ープ事 

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

下請振興事業

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 下請振興

事業計画承

認グループ

下請振興事業計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 
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７ 条例別表第１の
７の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
８ 条例別表第１の
８の項の規則で定
める事務 

（略）

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

９ 条例別表第１の
９の項の規則で定
める事務 

１～３ （略） 

 
１０ 条例別表第１
の１０の項の規則
で定める事務 

（略）

１１ 条例別表第１
の１１の項の規則
で定める事務 

（略）

別表第２（第２条の２関係） 
１ （略） （略） 
２ 条例別表第２監
査委員の項の規則
で定める事務 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２
条第１項の監査の請求の受理、その請求に係る事実
についての審査またはその請求に対する応答 

３ （略） （略） 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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 福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和７年１２月２５日 

      福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博  

福井県規則第５８号  

   福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則  

 福井県中小企業高度化資金貸付規則（昭和４３年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 受託中 

小振興 

計画承

認グル

ープ事

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

受託中小振興

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 受託中小

振興計画承

認グループ

受託中小振興計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 下請振 

興事業 

計画承 

認グル 

ープ事 

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

下請振興事業

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 下請振興

事業計画承

認グループ

下請振興事業計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 

事業を実施

するそれぞ

れの者 

２の

２～

１４ 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

 要件 利率（年利） 

１～ 

１３ 

（略） 無利子 

１４ 

 

別表第１の２の項、３の項から７の項までまたは

９の項に掲げる事業のうち、受託中小企業振興法

（昭和４５年法律第１４５号）第７条第２項に規

定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金

の貸付けであって、当該事業に参加する事業者の

うち７０パーセント以上が承認計画に記載された

中小企業者であるもの 

１５・

１６ 

（略） 

１７ （略） （略） 
 

事業を実施

するそれぞ

れの者 

２の

２～

１４ 

（略） 

 

 

（略） （略） （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

 要件 利率（年利） 

１～ 

１３ 

（略） 無利子 

１４ 別表第１の２の項、３の項から７の項までまたは

９の項に掲げる事業のうち、下請中小企業振興法

（昭和４５年法律第１４５号）第７条第２項に規

定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金

の貸付けであって、当該事業に参加する事業者の

うち７０パーセント以上が承認計画に記載された

中小企業者であるもの 

１５・

１６ 

（略） 

１７ （略） （略） 
 

  附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 



福井県訓令第２３号 
庁中一般 
各出先機関 

知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和７年１２月２５日 

福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博 
知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の一部を改正する訓令 

知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程（昭和２９年福井県訓令第２６号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（宿日直手当の額） 
第２条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務１回
につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合は
、当該各号に定める額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 
⑴ 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県
人事委員会規則第２号。以下「規則」という。）第７条第１項第１号に規定
する勤務 ４，７００円 

⑵ 規則第７条第１項第２号イおよびオに規定する勤務 ７，７００円
⑶ 規則第７条第１項第２号ウおよびカに規定する勤務 ５，６００円
⑷ 規則第７条第１項第２号エに規定する勤務 ２万２，５００円
２ （略） 

（宿日直手当の額） 
第２条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務１回
につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合は
、当該各号に定める額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 
⑴ 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県
人事委員会規則第２号。以下「規則」という。）第７条第１項第１号に規定
する勤務 ４，４００円 
⑵ 規則第７条第１項第２号イおよびオに規定する勤務 ７，４００円
⑶ 規則第７条第１項第２号ウおよびカに規定する勤務 ５，３００円
⑷ 規則第７条第１項第２号エに規定する勤務 ２万１，０００円
２ （略） 

附 則 
 この訓令は、令和７年１２月２５日から施行し、改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、令和７年４月１日から適用する。

 福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和７年１２月２５日 

      福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博  

福井県規則第５８号  

   福井県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則  

 福井県中小企業高度化資金貸付規則（昭和４３年福井県規則第３１号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 受託中 

小振興 

計画承

認グル

ープ事

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

受託中小振興

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 受託中小

振興計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 受託中小

振興計画承

認グループ

受託中小振興計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 

別表第１（第２条関係） 

対象事業の種

類 
対象事業の内容 

貸付けの相手

方 
貸付対象施設 

１ （略） （略） （略） （略） 

２ 下請振 

興事業 

計画承 

認グル 

ープ事 

業 

政令第３条第１項第１号

ロに基づく省令第２７条

の基準に適合する事業で

あって、知事が別に定め

る基準に適合するもの 

下請振興事業

計画承認グル

ープ事業を行

う次に掲げる

者 

⑴ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

する１の代

表者 

⑵ 下請振興

事業計画承

認グループ

事業を実施

するすべて

の者の連名

によるもの 

⑶ 下請振興

事業計画承

認グループ

下請振興事業計

画承認グループ

事業の用に供す

る土地、建物、

構築物または設

備 
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訓　　　　　令



福井県教育委員会訓令第３号 

福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和７年１２月２５日 

福井県教育委員会 
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程の一部を改正する訓令 

福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程（昭和３８年福井県教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（宿日直手当の額） 
第２条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務１回
につき、当該各号に定める額（執務が行われる時間が午前８時３０分から午後
０時３０分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き
続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た
額）とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に
１００分の５０を乗じて得た額とする。 
⑴ 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県
人事委員会規則第２号。以下「規則」という。）第７条第１項第１号に規定
する勤務 ４，７００円 
⑵ 規則第７条第１項第２号のイに規定する勤務 ６，４００円
⑶ 規則第７条第１項第２号のウに規定する勤務 ５，６００円
⑷ 規則第７条第１項第２号のオに規定する勤務 ７，７００円

（宿日直手当の額） 
第２条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務１回
につき、当該各号に定める額（執務が行われる時間が午前８時３０分から午後
０時３０分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き
続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た
額）とする。ただし、勤務時間が５時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に
１００分の５０を乗じて得た額とする。 
⑴ 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県
人事委員会規則第２号。以下「規則」という。）第７条第１項第１号に規定
する勤務 ４，４００円 
⑵ 規則第７条第１項第２号のイに規定する勤務 ６，１００円
⑶ 規則第７条第１項第２号のウに規定する勤務 ５，３００円
⑷ 規則第７条第１項第２号のオに規定する勤務 ７，４００円

附 則 
　 この訓令は、令和７年１２月２５日から施行し、改正後の福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程の規定は、令和７年４月
　１日から適用する。 

庁中一般 
各出先機関 
各教育機関 

教育委員会訓令
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事業を実施

するそれぞ

れの者 

２の

２～

１４ 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

 要件 利率（年利） 

１～ 

１３ 

（略） 無利子 

１４ 

 

別表第１の２の項、３の項から７の項までまたは

９の項に掲げる事業のうち、受託中小企業振興法

（昭和４５年法律第１４５号）第７条第２項に規

定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金

の貸付けであって、当該事業に参加する事業者の

うち７０パーセント以上が承認計画に記載された

中小企業者であるもの 

１５・

１６ 

（略） 

１７ （略） （略） 
 

事業を実施

するそれぞ

れの者 

２の

２～

１４ 

（略） 

 

 

（略） （略） （略） 

 

別表第３（第２条関係） 

 要件 利率（年利） 

１～ 

１３ 

（略） 無利子 

１４ 別表第１の２の項、３の項から７の項までまたは

９の項に掲げる事業のうち、下請中小企業振興法

（昭和４５年法律第１４５号）第７条第２項に規

定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金

の貸付けであって、当該事業に参加する事業者の

うち７０パーセント以上が承認計画に記載された

中小企業者であるもの 

１５・

１６ 

（略） 

１７ （略） （略） 
 

  附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
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第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例
第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項、次条および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞ
れ次に定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 （夜間中学業務手当の支払い） 
第２５条の２ 条例第２９条の２第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級
を考慮して定める額は、次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める
額とする。 
⑴ １級 ６７０円 
⑵ ２級 ９００円 
⑶ ３級 ６２０円 
⑷ ４級 ７１０円 

 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
 
 
 
 
 
第２７条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例
第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞれ次に
定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
２～６ （略） 
７ 給与条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給され
る地域に所在するへき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等に勤務する
職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。 
（多学年の学級を担当する職員の手当の支給） 
第２７条 条例第３１条第１項の人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教
諭および講師のうち次の各号のいずれにも該当しない教員とする。 
⑴ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数がその者の担当授業時間数の２分の１に満たない者 
⑵ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数が１週間につき１２時間に満たない者 

２ 条例第３１条第２項に規定する人事委員会が学級の区分に応じて定める額は
、次の各号に掲げる授業または指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。 

人事委員会規則
 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を公布する。 
  令和７年１２月２５日 
      福井県人事委員会 委員長 和田 晋一 
福井県人事委員会規則第３５号 
   福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 
（福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正） 
第１条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年福井県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
 （勤勉手当の支給） 
第３１条 （略） 
２～９ （略） 
１０ 成績率は、６月に支給する場合には１００分の３１５（特定幹部職員にあ
っては１００分の３７５、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の
５第１項の規定により採用された職員にあっては１００分の１００（特定幹部
職員にあっては１００分の１２０）、任期付職員条例第７条第１項の給料表の
適用を受ける職員にあっては１００分の２６２．５）以下、１２月に支給する
場合には１００分の３２２．５（特定幹部職員にあっては１００分の３８２．
５、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により
採用された職員にあっては１００分の１０５（特定幹部職員にあっては１００
分の１２５）、任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける職員にあ
っては１００分の２７０）以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 
１１ （略） 

 （勤勉手当の支給） 
第３１条 （略） 
２～９ （略） 
１０ 成績率は、１００分の３１５（特定幹部職員にあっては１００分の３７５
、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採
用された職員にあっては１００分の１００（特定幹部職員にあっては１００分
の１２０）、任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける職員にあっ
ては１００分の２６２．５）以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 
 
 
 
 
 
１１ （略）   

（福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正） 
第２条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則（昭和３１年福井県人事委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当の支給） 
第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当の支給） 
第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例
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（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 
第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ８，０００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ８，０００円 
⑷～⑹ （略） 
２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
 
⑸ （略） 

４～７ （略） 

 
（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 

第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ７，５００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ７，５００円 
⑷～⑹ （略） 
２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
⑸ 多学年の学級を担当する職員の手当 
⑹ （略） 

４～７ （略）   
 （初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正） 
第３条 初任給調整手当の支給に関する規則（昭和３７年福井県人事委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 
  附則別表を次のように改める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項、次条および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞ
れ次に定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 （夜間中学業務手当の支給） 
第２５条の２ 条例第２９条の２第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級
を考慮して定める額は、次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める
額とする。 
⑴ １級 ６７０円 
⑵ ２級 ９００円 
⑶ ３級 ６２０円 
⑷ ４級 ７１０円 

 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
２～６ （略） 
 
 
 
 
第２７条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞれ次に
定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
２～６ （略） 
７ 給与条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給され
る地域に所在するへき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等に勤務する
職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。 
（多学年の学級を担当する職員の手当の支給） 
第２７条 条例第３１条第１項の人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教
諭および講師のうち次の各号のいずれにも該当しない教員とする。 
⑴ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数がその者の担当授業時間数の２分の１に満たない者 
⑵ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数が１週間につき１２時間に満たない者 

２ 条例第３１条第２項に規定する人事委員会が学級の区分に応じて定める額は
、次の各号に掲げる授業または指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。 
⑴ ３の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 
 ３５０円 
⑵ ２の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 
 ２９０円 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 
第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ８，０００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ８，０００円 
⑷～⑹ （略） 
２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
 
⑸ （略） 
４～７ （略） 

 
（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 

第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ７，５００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ７，５００円 
⑷～⑹ （略） 

２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
⑸ 多学年の学級を担当する職員の手当 
⑹ （略） 
４～７ （略）   

 （初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正） 
第３条 初任給調整手当の支給に関する規則（昭和３７年福井県人事委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 
  附則別表を次のように改める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例
第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項、次条および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞ
れ次に定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 （夜間中学業務手当の支払い） 
第２５条の２ 条例第２９条の２第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級
を考慮して定める額は、次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める
額とする。 
⑴ １級 ６７０円 
⑵ ２級 ９００円 
⑶ ３級 ６２０円 
⑷ ４級 ７１０円 

 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
 
 
 
 
 
第２７条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２５条 （略） 
２ 条例第２９条第２項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定め
る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ 条例第２９条第２項第１号に掲げる職員 次に掲げる職務の級（給与条例
第３条第１項第３号イに規定する教育職給料表（１）の職務の級をいう。以
下この項および第２８条第４項において同じ。）の区分に応じそれぞれ次に
定める額 
ア～エ （略） 

 ⑵ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給） 
第２６条 （略） 
２～６ （略） 
７ 給与条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給され
る地域に所在するへき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等に勤務する
職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。 
（多学年の学級を担当する職員の手当の支給） 
第２７条 条例第３１条第１項の人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教
諭および講師のうち次の各号のいずれにも該当しない教員とする。 
⑴ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数がその者の担当授業時間数の２分の１に満たない者 
⑵ ２以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時
間数が１週間につき１２時間に満たない者 

２ 条例第３１条第２項に規定する人事委員会が学級の区分に応じて定める額は
、次の各号に掲げる授業または指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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別表（第６条関係） 
 １項職員 

２項職員 ３項職員 
１種 ２種 

１年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ５６，０００ 
１年以上２年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ５２，０００ 
２年以上３年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ４８，０００ 
３年以上４年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ４４，０００ 
４年以上５年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ４０，０００ 
５年以上６年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５２，１００ ３６，０００ 
６年以上７年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ５０，３００ ３２，０００ 
７年以上８年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ４８，５００ ２８，０００ 
８年以上９年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ４６，７００ ２４，０００ 
９年以上１０年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ４４，９００ ２０，０００ 
１０年以上１１年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ４３，１００ １６，０００ 
１１年以上１２年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ４１，３００ １２，０００ 
１２年以上１３年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ３９，５００ ８，０００ 
１３年以上１４年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ３７，７００ ４，０００ 
１４年以上１５年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ３６，３００ ２，０００ 
１５年以上１６年未満 ３７１，３００ ３１０，８００ ３４，９００  
１６年以上１７年未満 ３６７，３００ ３０７，５００ ３３，５００  
１７年以上１８年未満 ３６３，３００ ３０４，２００ ３２，１００  
１８年以上１９年未満 ３５９，３００ ３００，９００ ３０，７００  
１９年以上２０年未満 ３５５，３００ ２９７，６００ ２９，３００  
２０年以上２１年未満 ３５１，３００ ２９４，３００ ２７，９００  
２１年以上２２年未満 ３３９，０００ ２８３，３００ ２７，３００  
２２年以上２３年未満 ３２４，３００ ２７１，３００ ２６，７００  
２３年以上２４年未満 ３０８，８００ ２５８，８００ ２５，７００  
２４年以上２５年未満 ２９３，３００ ２４６，３００ ２５，１００  
２５年以上２６年未満 ２７７，３００ ２３３，８００ ２４，５００  
２６年以上２７年未満 ２６０，３００ ２１８，３００ ２３，９００  
２７年以上２８年未満 ２４３，３００ ２０２，８００ ２３，３００  
２８年以上２９年未満 ２２６，３００ １８７，３００ ２２，５００  
２９年以上３０年未満 ２０８，８００ １７１，８００ ２２，２００  
３０年以上３１年未満 １９１，３００ １５５，３００ ２１，８００  
３１年以上３２年未満 １７３，８００ １３８，８００ ２１，２００  
３２年以上３３年未満 １５５，８００ １２２，３００ ２０，３００  
３３年以上３４年未満 １３７，３００ １０４，３００ １９，４００  
３４年以上３５年未満 １１８，８００ ８６，３００ １８，７００  
備考 
 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となった日以後の期間を

示す。 
 ２ この表において「１項職員」とは第２条第１項に規定する職を占める職員を、「２項職員」とは

同条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３項に規定する職を占める職員
をいう。 

 ３ この表において「１種」とは第２条第１項第１号に掲げる職を占める職員を、「２種」とは同項
第２号に掲げる職を占める職員をいう。 
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別表を次のように改める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 
第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ８，０００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ８，０００円 
⑷～⑹ （略） 
２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
 
⑸ （略） 

４～７ （略） 

 
（教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額） 

第３０条 条例第３４条第２項第１号に規定する人事委員会が業務の区分に応じ
て心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区
分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴ （略） 
⑵ 条例第３４条第１項第１号イに掲げる業務 ７，５００円 
⑶ 条例第３４条第１項第１号ウに掲げる業務 ７，５００円 
⑷～⑹ （略） 
２ （略） 
 
（支給額の調整） 
第３６条 （略） 
２ （略） 
３ 給与条例第８条の規定により管理職手当の支給を受ける職員（以下「管理職
手当受給職員」という。）には、次に掲げる手当は支給しない。 
⑴～⑷ （略） 
⑸ 多学年の学級を担当する職員の手当 
⑹ （略） 

４～７ （略）   
 （初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正） 
第３条 初任給調整手当の支給に関する規則（昭和３７年福井県人事委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 
  附則別表を次のように改める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附則別表 
 

２項職員 ３項職員 

１年未満 ３６，５００ ３９，２００ 
１年以上２年未満 ３６，５００ ３６，４００ 
２年以上３年未満 ３６，５００ ３３，６００ 
３年以上４年未満 ３６，５００ ３０，８００ 
４年以上５年未満 ３６，５００ ２８，０００ 
５年以上６年未満 ３６，５００ ２５，２００ 
６年以上７年未満 ３５，２００ ２２，４００ 
７年以上８年未満 ３４，０００ １９，６００ 
８年以上９年未満 ３２，７００ １６，８００ 
９年以上１０年未満 ３１，４００ １４，０００ 
１０年以上１１年未満 ３０，２００ １１，２００ 
１１年以上１２年未満 ２８，９００ ８，４００ 
１２年以上１３年未満 ２７，７００ ５，６００ 
１３年以上１４年未満 ２６，４００ ２，８００ 
１４年以上１５年未満 ２５，４００ １，４００ 
１５年以上１６年未満 ２４，４００  
１６年以上１７年未満 ２３，５００  
１７年以上１８年未満 ２２，５００  
１８年以上１９年未満 ２１，５００  
１９年以上２０年未満 ２０，５００  
２０年以上２１年未満 １９，５００  
２１年以上２２年未満 １９，１００  
２２年以上２３年未満 １８，７００  
２３年以上２４年未満 １８，０００  
２４年以上２５年未満 １７，６００  
２５年以上２６年未満 １７，２００  
２６年以上２７年未満 １６，７００  
２７年以上２８年未満 １６，３００  
２８年以上２９年未満 １５，８００  
２９年以上３０年未満 １５，５００  
３０年以上３１年未満 １５，３００  
３１年以上３２年未満 １４，８００  
３２年以上３３年未満 １４，２００  
３３年以上３４年未満 １３，６００  
３４年以上３５年未満 １３，１００  
備考 
 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となっ

た日以後の期間を示す。 
 ２ 「２項職員」とは第２条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは

同条第３項に規定する職を占める職員をいう。 
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（特地勤務手当を支給しない期間） 
第４条の２ （略） 
 
 
 
 
 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分
に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給
料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるとき
は、当該額）とする。 
 
 
 
 

期間等 支給割合 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料および扶養手当の月額
の合計額の２分の１に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間
条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合
計額の２分の１に相当する額と」とする。 

⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「
受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得
た額および同日に受けていた」とする。 
（特地勤務手当を支給しない期間） 

第４条の２ （略） 
（特地勤務手当と地域手当との調整） 
第４条の３ 条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給
される地域に所在する特地公署に勤務する職員（前条の規定により特地勤務手
当を支給されない職員を除く。）には、地域手当の額の限度において、特地勤
務手当は支給しない。 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい
た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）
には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条および附則第６項におい
て同じ。）に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短
時間勤務職員にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる
期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額
（第６条の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）
とする。 

期間等 支給割合 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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（特地勤務手当を支給しない期間） 
第４条の２ （略） 
 
 
 
 
 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分
に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給
料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるとき
は、当該額）とする。 
 
 
 
 

期間等 支給割合 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料および扶養手当の月額
の合計額の２分の１に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間
条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合
計額の２分の１に相当する額と」とする。 

⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「
受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得
た額および同日に受けていた」とする。 
（特地勤務手当を支給しない期間） 

第４条の２ （略） 
（特地勤務手当と地域手当との調整） 
第４条の３ 条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給
される地域に所在する特地公署に勤務する職員（前条の規定により特地勤務手
当を支給されない職員を除く。）には、地域手当の額の限度において、特地勤
務手当は支給しない。 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい
た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）
には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条および附則第６項におい
て同じ。）に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短
時間勤務職員にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる
期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額
（第６条の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）
とする。 

期間等 支給割合 

（特地勤務手当等の支給に関する規則の一部改正） 
第４条 特地勤務手当等の支給に関する規則（昭和４６年福井県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
（特地勤務手当の月額） 
第４条 （略） 
２ 前項の特地勤務手当基礎額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の合計
額（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第３項に規定す
る定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という
。）にあっては、現に受ける給料の月額）とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育
児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている職
員および育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「
育児短時間勤務職員等」という。）（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）
に対する前項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の
合計額」とあるのは「給料の月額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する
条例（平成７年福井県条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時
間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 

（特地勤務手当の月額） 
第４条 （略） 
２ 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当
する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する
額とを合計した額（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４
第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤
務職員」という。）にあっては、現に受ける給料の月額）とする。 
⑴ 職員が特地公署に勤務することとなった場合 その勤務することとなった
日（職員がその日前１年以内に当該特地公署に勤務していた場合（人事委員
会が定める場合に限る。）には、その日前の人事委員会が定める日） 
⑵ 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなった場合において、その勤
務することとなった日後に当該公署が特地公署に該当することとなったとき
。その該当することとなった日 
⑶ 第１号、前号またはこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する
特地公署の移転に伴って住居を移転した場合において、当該特地公署が移転
後も引き続き特地公署に該当するとき。当該特地公署の移転の日 

３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「
育児休業法」という。）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務および同
法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務
職員等」という。）以外の職員であって、第２項各号に定める日において育
児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とある
のは「受けていた給料の月額を同日における福井県職員等の勤務時間、休暇
等に関する条例（平成７年福井県条例第２号。以下「勤務時間条例」という
。）第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」
とする。 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（特地勤務手当を支給しない期間） 
第４条の２ （略） 
 
 
 
 
 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分
に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給
料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるとき
は、当該額）とする。 
 
 
 
 

期間等 支給割合 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料および扶養手当の月額
の合計額の２分の１に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間
条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合
計額の２分の１に相当する額と」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「
受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得
た額および同日に受けていた」とする。 
（特地勤務手当を支給しない期間） 

第４条の２ （略） 
（特地勤務手当と地域手当との調整） 
第４条の３ 条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給
される地域に所在する特地公署に勤務する職員（前条の規定により特地勤務手
当を支給されない職員を除く。）には、地域手当の額の限度において、特地勤
務手当は支給しない。 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい
た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）
には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条および附則第６項におい
て同じ。）に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短
時間勤務職員にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる
期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額
（第６条の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）
とする。 

期間等 支給割合 

２ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、新たに給料表の適用を受ける職員となり
、または地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規
定による採用をされ、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を
移転したもの

⑶～⑸ （略）
３ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在
勤することとなったことに伴って住居を移転した職員または前項第１号に規
定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日または地方公
務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用を
された日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第１
項および第２項（同条第３項および附則第６項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。次号から第５号までにおいて同じ。）ならびに附則第７項

⑶ 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各
号に掲げる法人 
⑷ 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例（平成１３年福井県
条例第５０号）第２条第１項および第１０条の規定に基づき人事委員会規則
で定める法人（第１号または前号に該当するものを除く。） 
⑸ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５５条に規定する一
般地方独立行政法人（前号に該当するものを除く。） 
⑹ 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認
める法人 

２ 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める
　職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった職員とする。 
３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当

に準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員もし
くは第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等によ
り引き続き給料表の適用を受ける職員となり、または地方公務員法第２２条
の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされ、当該公署
に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
⑶～⑸ （略）
４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用
される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職
員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って
住居を移転した職員または前項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の
適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第１項もしく
は第２２条の５第１項の規定による採用をされた日に特地公署または準特地
公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項（同条第３項およ

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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（特地勤務手当を支給しない期間） 
第４条の２ （略） 
 
 
 
 
 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時間勤務職員
にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分
に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給
料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるとき
は、当該額）とする。 
 
 
 
 

期間等 支給割合 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料および扶養手当の月額
の合計額の２分の１に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間
条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合
計額の２分の１に相当する額と」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第２項各号に定める日において育児短時
間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「
受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得
た額および同日に受けていた」とする。 
（特地勤務手当を支給しない期間） 

第４条の２ （略） 
（特地勤務手当と地域手当との調整） 
第４条の３ 条例第１０条の２または附則第１７項の規定による地域手当が支給
される地域に所在する特地公署に勤務する職員（前条の規定により特地勤務手
当を支給されない職員を除く。）には、地域手当の額の限度において、特地勤
務手当は支給しない。 
（特地勤務手当に準ずる手当の支給等） 
第５条 （略） 
２ 条例第１２条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、
異動等の日（職員が同項に規定する異動によりその日前１年以内に在勤してい
た特地公署に勤務することとなった場合（人事委員会が定める場合に限る。）
には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条および附則第６項におい
て同じ。）に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短
時間勤務職員にあっては、現に受ける給料の月額）に、次の表の左欄に掲げる
期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が
現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額
（第６条の４第３項において「上限額」という。）を超えるときは、当該額）
とする。 

期間等 支給割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）  
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、新たに給料表の適用を受ける職員となり
、または地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規
定による採用をされ、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を
移転したもの 
 
⑶～⑸ （略） 
３ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在
勤することとなったことに伴って住居を移転した職員または前項第１号に規
定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日または地方公
務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用を
された日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第１
項および第２項（同条第３項および附則第６項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。次号から第５号までにおいて同じ。）ならびに附則第７項

⑶ 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各
号に掲げる法人 
⑷ 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例（平成１３年福井県
条例第５０号）第２条第１項および第１０条の規定に基づき人事委員会規則
で定める法人（第１号または前号に該当するものを除く。） 
⑸ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５５条に規定する一
般地方独立行政法人（前号に該当するものを除く。） 
⑹ 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認
める法人 

２ 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める
職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった職員とする。 
３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ （略）  
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員もし
くは第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等によ
り引き続き給料表の適用を受ける職員となり、または地方公務員法第２２条
の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされ、当該公署
に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの 
⑶～⑸ （略） 
４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用
される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職
員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って
住居を移転した職員または前項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の
適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第１項もしく
は第２２条の５第１項の規定による採用をされた日に特地公署または準特地
公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項（同条第３項およ

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

の規定により支給されることとなる期間および額 
 
 
⑵～⑹ （略） 
４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び附則第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第５号
までにおいて同じ。）ならびに附則第７項の規定により支給されることとな
る期間および額 
⑵～⑹ （略） 
５ （略） 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当の月額） 
第６条の２ 減額支給対象職員（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられ
て支給される職員をいう。以下この条から第６条の４までおよび第８条におい
て同じ。）の特地勤務手当の月額は、第４条の規定にかかわらず、同条の規定
による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める額に相当する額を減じた額とする。 
⑴ 次号から第４号までに掲げる場合以外の場合 第４条第２項各号に定める
日に受けていた給料月額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤
務することとなった日等に係る減額基礎額」という。）と現に受ける給料月
額の２分の１に相当する額（以下この項において「現在における減額基礎額
」という。）を合算した額に支給割合（同条第１項の規定による支給割合を
いう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額に１００分の０．９を乗
じて得た額 

⑵ 当該職員の第４条第２項各号に定める日に受けていた給料月額に１００分
の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の
級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合（以下この
項において「勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合」という
。）であって第４号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給
料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定め
る日の最低の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この
項において「勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額」という。）
に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて
得た額に１００分の０．９を乗じて得た額を合算した額 
⑶ 当該職員の現に受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、
当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合（
以下この項および第３項において「現在において最低号給に達しない場合」
という。）であって次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなった日

（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 
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（略） （略） 
３ 育児短時間勤務職員等（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する前
項の規定の適用については、同項中「給料および扶養手当の月額の合計額」と
あるのは「給料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
額および扶養手当の月額の合計額」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定
める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者とする。 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 
３ 次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第
２項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第１２条の３第１項に規
定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったも
の 第２項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額
を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第
２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったも
の 第２項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給
料の月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および
扶養手当の月額の合計額に、」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、条例第１２条の３第１項に規定する異動
または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項
中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規
定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第２条第２項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し
て得た数で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額および同日に受けていた」とする。 

４ （略） 
（権衡職員の範囲等） 
第６条 条例第１２条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次
に掲げる法人とする。 
⑴ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条の地方住宅供給
公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条の地方道路公社お
よび公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条
第１項の土地開発公社 
⑵ 沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１条の沖縄振興開
発金融公庫 

の規定により支給されることとなる期間および額 
 

 
⑵～⑹ （略） 
４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び附則第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第５号
までにおいて同じ。）ならびに附則第７項の規定により支給されることとな
る期間および額 
⑵～⑹ （略） 
５ （略） 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当の月額） 
第６条の２ 減額支給対象職員（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられ
て支給される職員をいう。以下この条から第６条の４までおよび第８条におい
て同じ。）の特地勤務手当の月額は、第４条の規定にかかわらず、同条の規定
による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める額に相当する額を減じた額とする。 
⑴ 次号から第４号までに掲げる場合以外の場合 第４条第２項各号に定める
日に受けていた給料月額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤
務することとなった日等に係る減額基礎額」という。）と現に受ける給料月
額の２分の１に相当する額（以下この項において「現在における減額基礎額
」という。）を合算した額に支給割合（同条第１項の規定による支給割合を
いう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額に１００分の０．９を乗
じて得た額 
⑵ 当該職員の第４条第２項各号に定める日に受けていた給料月額に１００分
の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の
級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合（以下この
項において「勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合」という
。）であって第４号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給
料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定め
る日の最低の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この
項において「勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額」という。）
に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて
得た額に１００分の０．９を乗じて得た額を合算した額 
⑶ 当該職員の現に受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、
当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合（
以下この項および第３項において「現在において最低号給に達しない場合」
という。）であって次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなった日

２ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、新たに給料表の適用を受ける職員となり
、または地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規
定による採用をされ、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を
移転したもの

⑶～⑸ （略）
３ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在
勤することとなったことに伴って住居を移転した職員または前項第１号に規
定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日または地方公
務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用を
された日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第１
項および第２項（同条第３項および附則第６項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。次号から第５号までにおいて同じ。）ならびに附則第７項

⑶ 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各
号に掲げる法人 
⑷ 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例（平成１３年福井県
条例第５０号）第２条第１項および第１０条の規定に基づき人事委員会規則
で定める法人（第１号または前号に該当するものを除く。） 
⑸ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５５条に規定する一
般地方独立行政法人（前号に該当するものを除く。） 
⑹ 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認
める法人 

２ 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める
　職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった職員とする。 
３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当

に準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員もし
くは第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等によ
り引き続き給料表の適用を受ける職員となり、または地方公務員法第２２条
の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされ、当該公署
に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
⑶～⑸ （略）
４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用
される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職
員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って
住居を移転した職員または前項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の
適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第１項もしく
は第２２条の５第１項の規定による採用をされた日に特地公署または準特地
公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項（同条第３項およ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて
得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低
の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この項において
「現在における特定減額基礎額」という。）に支給割合を乗じて得た額を合
算した額 

⑷ 勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合であって現在におい
て最低号給に達しない場合 勤務することとなった日等に係る特定減額基礎
額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額 

２ 減額支給対象職員であって、前項（第４項の規定により読み替えて適用する 
場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による特地勤務手当の月額が 
減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第４ 
条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の 
合計額に１００分の２５を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に１００分 
の２５を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（現在において最低 
号給に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職 
務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に１００分の２５を乗じて得 
た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については
、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、第４条第２項各号に定める日
において育児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間
で除して得た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算
出率」という。）で除して得た額の２分の１に相当する額（以下この項にお
いて「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「
給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額を勤務することとな
った日等に係る算出率で除して得た額に１００分の９９．１」と、「給料月
額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で
除して得た額から」とする。 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育
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２ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
⑴ （略）  
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、新たに給料表の適用を受ける職員となり
、または地方公務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規
定による採用をされ、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を
移転したもの 
 
⑶～⑸ （略） 
３ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在
勤することとなったことに伴って住居を移転した職員または前項第１号に規
定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日または地方公
務員法第２２条の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用を
された日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第１
項および第２項（同条第３項および附則第６項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。次号から第５号までにおいて同じ。）ならびに附則第７項

⑶ 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各
号に掲げる法人 
⑷ 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例（平成１３年福井県
条例第５０号）第２条第１項および第１０条の規定に基づき人事委員会規則
で定める法人（第１号または前号に該当するものを除く。） 
⑸ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５５条に規定する一
般地方独立行政法人（前号に該当するものを除く。） 
⑹ 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認
める法人 

２ 条例第１２条の３第２項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める
職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった職員とする。 
３ 条例第１２条の３第２項に規定する同条第１項の規定による特地勤務手当に
準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人
事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 
 ⑴ （略）  
⑵ 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する
職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなった日（以下「
指定日」という。）前３年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員もし
くは第１項各号に掲げる法人に使用される者であった者から人事交流等によ
り引き続き給料表の適用を受ける職員となり、または地方公務員法第２２条
の４第１項もしくは第２２条の５第１項の規定による採用をされ、当該公署
に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの 
⑶～⑸ （略） 
４ 条例第１２条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間
および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間
および額とする。 
⑴ 職員以外の地方公務員、国家公務員または第１項各号に掲げる法人に使用
される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職
員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って
住居を移転した職員または前項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の
適用を受けることとなった日または地方公務員法第２２条の４第１項もしく
は第２２条の５第１項の規定による採用をされた日に特地公署または準特地
公署に異動したものとした場合に前条第１項および第２項（同条第３項およ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて
得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低
の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この項において
「現在における特定減額基礎額」という。）に支給割合を乗じて得た額を合
算した額 
⑷ 勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合であって現在におい
て最低号給に達しない場合 勤務することとなった日等に係る特定減額基礎
額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額 

２ 減額支給対象職員であって、前項（第４項の規定により読み替えて適用する 
場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による特地勤務手当の月額が 
減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第４ 
条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。 
３ 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の 
合計額に１００分の２５を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に１００分 
の２５を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（現在において最低 
号給に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職 
務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に１００分の２５を乗じて得 
た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については
、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、第４条第２項各号に定める日
において育児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間
で除して得た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算
出率」という。）で除して得た額の２分の１に相当する額（以下この項にお
いて「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「
給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額を勤務することとな
った日等に係る算出率で除して得た額に１００分の９９．１」と、「給料月
額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で
除して得た額から」とする。 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育

の規定により支給されることとなる期間および額 
 
 
⑵～⑹ （略） 
４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び附則第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第５号
までにおいて同じ。）ならびに附則第７項の規定により支給されることとな
る期間および額 
⑵～⑹ （略） 
５ （略） 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当の月額） 
第６条の２ 減額支給対象職員（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられ
て支給される職員をいう。以下この条から第６条の４までおよび第８条におい
て同じ。）の特地勤務手当の月額は、第４条の規定にかかわらず、同条の規定
による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める額に相当する額を減じた額とする。 
⑴ 次号から第４号までに掲げる場合以外の場合 第４条第２項各号に定める
日に受けていた給料月額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤
務することとなった日等に係る減額基礎額」という。）と現に受ける給料月
額の２分の１に相当する額（以下この項において「現在における減額基礎額
」という。）を合算した額に支給割合（同条第１項の規定による支給割合を
いう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額に１００分の０．９を乗
じて得た額 
⑵ 当該職員の第４条第２項各号に定める日に受けていた給料月額に１００分
の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の
級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合（以下この
項において「勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合」という
。）であって第４号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給
料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定め
る日の最低の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この
項において「勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額」という。）
に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて
得た額に１００分の０．９を乗じて得た額を合算した額 
⑶ 当該職員の現に受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、
当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合（
以下この項および第３項において「現在において最低号給に達しない場合」
という。）であって次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなった日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下
この項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得
た額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった
日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．
１」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分
の９９．１」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在にお
ける算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「
給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」と
あるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第３
号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率
を乗じて得た額」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料
月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育
児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１に相当する
額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」
とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」とい
う。）で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められた
その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下こ
の項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得た
額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日
等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．１
」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して
得た額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と、「
給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて
得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務する
こととなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じ
て得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算
出率を乗じて得た額を」と、同項第３号中「号給の給料月額」とあるのは「
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の規定により支給されることとなる期間および額 
 

 
⑵～⑹ （略） 
４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び附則第６項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第５号
までにおいて同じ。）ならびに附則第７項の規定により支給されることとな
る期間および額 
⑵～⑹ （略） 
５ （略） 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当の月額） 
第６条の２ 減額支給対象職員（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられ
て支給される職員をいう。以下この条から第６条の４までおよび第８条におい
て同じ。）の特地勤務手当の月額は、第４条の規定にかかわらず、同条の規定
による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める額に相当する額を減じた額とする。 
⑴ 次号から第４号までに掲げる場合以外の場合 第４条第２項各号に定める
日に受けていた給料月額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤
務することとなった日等に係る減額基礎額」という。）と現に受ける給料月
額の２分の１に相当する額（以下この項において「現在における減額基礎額
」という。）を合算した額に支給割合（同条第１項の規定による支給割合を
いう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額に１００分の０．９を乗
じて得た額 

⑵ 当該職員の第４条第２項各号に定める日に受けていた給料月額に１００分
の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の
級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合（以下この
項において「勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合」という
。）であって第４号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給
料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定め
る日の最低の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この
項において「勤務することとなった日等に係る特定減額基礎額」という。）
に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて
得た額に１００分の０．９を乗じて得た額を合算した額 
⑶ 当該職員の現に受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、
当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合（
以下この項および第３項において「現在において最低号給に達しない場合」
という。）であって次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなった日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下
この項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得
た額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった
日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．
１」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分
の９９．１」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在にお
ける算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「
給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」と
あるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第３
号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率
を乗じて得た額」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料
月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育
児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１に相当する
額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」
とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」とい
う。）で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められた
その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下こ
の項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得た
額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日
等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．１
」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して
得た額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と、「
給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて
得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務する
こととなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じ
て得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算
出率を乗じて得た額を」と、同項第３号中「号給の給料月額」とあるのは「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて
得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低
の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この項において
「現在における特定減額基礎額」という。）に支給割合を乗じて得た額を合
算した額 

⑷ 勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合であって現在におい
て最低号給に達しない場合 勤務することとなった日等に係る特定減額基礎
額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額 

２ 減額支給対象職員であって、前項（第４項の規定により読み替えて適用する 
場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による特地勤務手当の月額が 
減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第４ 
条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の 
合計額に１００分の２５を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に１００分 
の２５を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（現在において最低 
号給に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職 
務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に１００分の２５を乗じて得 
た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については
、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、第４条第２項各号に定める日
において育児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間
で除して得た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算
出率」という。）で除して得た額の２分の１に相当する額（以下この項にお
いて「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「
給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額を勤務することとな
った日等に係る算出率で除して得た額に１００分の９９．１」と、「給料月
額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で
除して得た額から」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第３項中「号給
の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得
た額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読
替え） 
第６条の３ 減額支給対象職員に対する第４条の２の規定の適用については、「
地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則
第１７項第２号に定める額に相当する額を減じた額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当に準ずる手当の月額） 
第６条の４ 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第５条第
２項および第３項ならびに第６条第４項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第５条第２項（同条第３項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）または第６条第４項に規定する日（
以下この条において「異動の日等」という。）に受けていた給料月額に支給割
合（第５条第２項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。）
を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（異動の日等に受けていた
給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属
していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合
にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額
を減じた額に支給割合を乗じて得た額）に相当する額を減じた額とする。 
２ 減額支給対象職員であって、第５条第２項および第３項もしくは第６条第４
項または前項（第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えるこ
ととなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず
、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に１０
０分の６を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（当該職員の現に
受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の属する職
務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける
給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じ
た額に１００分の６を乗じて得た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については
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等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて
得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低
の号給の給料月額を減じた額の２分の１に相当する額（以下この項において
「現在における特定減額基礎額」という。）に支給割合を乗じて得た額を合
算した額 

⑷ 勤務することとなった日等に最低号給に達しない場合であって現在におい
て最低号給に達しない場合 勤務することとなった日等に係る特定減額基礎
額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額 

２ 減額支給対象職員であって、前項（第４項の規定により読み替えて適用する 
場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による特地勤務手当の月額が 
減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第４ 
条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の 
合計額に１００分の２５を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に１００分 
の２５を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（現在において最低 
号給に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職 
務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に１００分の２５を乗じて得 
た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については
、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、第４条第２項各号に定める日
において育児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間
で除して得た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算
出率」という。）で除して得た額の２分の１に相当する額（以下この項にお
いて「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「
給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額を勤務することとな
った日等に係る算出率で除して得た額に１００分の９９．１」と、「給料月
額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で
除して得た額から」とする。 

⑵ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第３項中「号給
の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得
た額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読
替え） 
第６条の３ 減額支給対象職員に対する第４条の２の規定の適用については、「
地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則
第１７項第２号に定める額に相当する額を減じた額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当に準ずる手当の月額） 
第６条の４ 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第５条第
２項および第３項ならびに第６条第４項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第５条第２項（同条第３項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）または第６条第４項に規定する日（
以下この条において「異動の日等」という。）に受けていた給料月額に支給割
合（第５条第２項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。）
を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（異動の日等に受けていた
給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属
していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合
にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額
を減じた額に支給割合を乗じて得た額）に相当する額を減じた額とする。 
２ 減額支給対象職員であって、第５条第２項および第３項もしくは第６条第４
項または前項（第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えるこ
ととなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず
、減額支給対象職員上限額とする。 
３ 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に１０
０分の６を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（当該職員の現に
受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の属する職
務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける
給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じ
た額に１００分の６を乗じて得た額）を減じた額とする。 

４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下
この項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得
た額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった
日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．
１」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分
の９９．１」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在にお
ける算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「
給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」と
あるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第３
号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率
を乗じて得た額」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料
月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育
児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１に相当する
額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」
とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」とい
う。）で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められた
その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下こ
の項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得た
額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日
等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．１
」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して
得た額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と、「
給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて
得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務する
こととなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じ
て得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算
出率を乗じて得た額を」と、同項第３号中「号給の給料月額」とあるのは「
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+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//
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,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//
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児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第１項第１号中「の２分の１
に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額
基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下
この項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得
た額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった
日等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．
１」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分
の９９．１」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在にお
ける算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「
給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」と
あるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第３
号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率
を乗じて得た額」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料
月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、第４条第２項各号に定める日において育
児短時間勤務職員等であったもの 第１項第１号中「の２分の１に相当する
額（以下この項において「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」」
とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第２条第２項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数（以下この項において「勤務することとなった日等に係る算出率」とい
う。）で除して得た額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められた
その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下こ
の項および第３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得た
額の２分の１に相当する額（以下この項において「勤務することとなった日
等に係る減額基礎額」」と、同項第２号中「給料月額に１００分の９９．１
」とあるのは「給料月額を勤務することとなった日等に係る算出率で除して
得た額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と、「
給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて
得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務する
こととなった日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じ
て得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算
出率を乗じて得た額を」と、同項第３号中「号給の給料月額」とあるのは「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時
間勤務職員等であったもの 第１項中「給料月額に支給割合」とあるのは「
給料月額を異動の日等における勤務時間条例第２条第２項の規定により定め
られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（
以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。）で除して得た額
に支給割合」と、「給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額
を異動の日等に係る算出率で除して得た額に１００分の９９．１」と、「給
料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た
額から」とする。 
⑵ 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員
等以外の職員であったもの 第１項中「給料月額に支給割合」とあるのは「
給料月額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下この項および第
３項において「現在における算出率」という。）を乗じて得た額に支給割合
」と、「給料月額に１００分の９９．１」とあるのは「給料月額に現在にお
ける算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と、「給料月額に達しな
い」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない
」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じ
て得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算
出率を乗じて得た額を」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給
の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
⑶ 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員
等であったもの 第１項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を
異動の日等における勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下この項
において「異動の日等に係る算出率」という。）で除して得た額に勤務時間
条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数（以下この項および第３項において「現在
における算出率」という。）を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に
１００分の９９．１」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除
して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に１００分の９９．１」と
、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第３項中「号給
の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得
た額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読
替え） 
第６条の３ 減額支給対象職員に対する第４条の２の規定の適用については、「
地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則
第１７項第２号に定める額に相当する額を減じた額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当に準ずる手当の月額） 
第６条の４ 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第５条第
２項および第３項ならびに第６条第４項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第５条第２項（同条第３項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）または第６条第４項に規定する日（
以下この条において「異動の日等」という。）に受けていた給料月額に支給割
合（第５条第２項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。）
を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（異動の日等に受けていた
給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属
していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合
にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額
を減じた額に支給割合を乗じて得た額）に相当する額を減じた額とする。 
２ 減額支給対象職員であって、第５条第２項および第３項もしくは第６条第４
項または前項（第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えるこ
ととなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず
、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に１０
０分の６を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（当該職員の現に
受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の属する職
務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける
給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じ
た額に１００分の６を乗じて得た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については

たは第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する
勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に、３，０００円（２人
以上の教員が１以上の学級（次条第１号の学級をいう。）を担任する場合であ
って、当該教員数が当該学級数を超えるときは、３，０００円に、当該学級数
を当該教員数で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てた額））を加算した額とする。 
３ 条例附則第３４項の規定は、前項の規定により加算した額には適用しない。 
第４条の２ 義務教育等教員特別手当は、次の各号の校務の種類に応じて支給す
る。 
⑴ 学級（小学校、中学校、義務教育学校および高等学校の学級に限る。ただ
し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１号第２項および第３項に
規定する特別支援学級を除く。）を担任する業務 
⑵ 前号に掲げるもの以外の校務
（支給方法） 
第５条 （略） 

（支給方法） 
第５条 （略） 

別表第１および別表第２を次のように改める。 
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+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
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76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
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0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//
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号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第３項中「号給
の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得
た額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読
替え） 
第６条の３ 減額支給対象職員に対する第４条の２の規定の適用については、「
地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則
第１７項第２号に定める額に相当する額を減じた額」とする。 
（条例附則第１７項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務
手当に準ずる手当の月額） 

第６条の４ 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第５条第
２項および第３項ならびに第６条第４項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第５条第２項（同条第３項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）または第６条第４項に規定する日（
以下この条において「異動の日等」という。）に受けていた給料月額に支給割
合（第５条第２項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。）
を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（異動の日等に受けていた
給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属
していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合
にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額
を減じた額に支給割合を乗じて得た額）に相当する額を減じた額とする。 
２ 減額支給対象職員であって、第５条第２項および第３項もしくは第６条第４
項または前項（第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えるこ
ととなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず
、減額支給対象職員上限額とする。 

３ 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に１０
０分の６を乗じて得た額に１００分の０．９を乗じて得た額（当該職員の現に
受ける給料月額に１００分の９９．１を乗じて得た額が、当該職員の属する職
務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、現に受ける
給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じ
た額に１００分の６を乗じて得た額）を減じた額とする。 
４ 次の各号に掲げる職員に対する第１項および第３項の規定の適用については

 
 
 
 
 
（特地勤務手当等の支給方法） 
第７条 （略） 

じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動
の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額か
ら」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じ
て得た額を」と、第３項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額
に現在における算出率を乗じて得た額」とする。 
（特地勤務手当等の支給方法） 
第７条 （略）   

（義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正） 
第５条 義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（昭和５０年福井県人事委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
（義務教育等教員特別手当の月額） 
第４条 次条第２号に定める校務を分掌する教員の義務教育等教員特別手当の月
額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（地方公務員
の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定
する育児短時間勤務および同法第１７条の規定による短時間勤務をしている職
員にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７
年福井県条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定に
より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数を、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規
定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第２条第
３項または第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規
定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未
満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。 
⑴～⑸ （略） 
２ 次条第１号に定める校務を分掌する教員の義務教育等教員特別手当の月額は
、前項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（地方公務員の育
児休業等に関する法律第１０条第１項に規定する育児短時間勤務および同法第
１７条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条
例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定
する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法第２２条の４第１項に規定する
短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第２条第３項ま

（義務教育等教員特別手当の月額） 
第４条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ
、当該各号に定める額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律
第１１０号）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務および同法第１７条の
規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に福井県職員等の勤務
時間、休暇等に関する条例（平成７年福井県条例第２号。以下この項において 
「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定により定められたその者の勤
務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法（昭
和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占
める職員にあってはその額に勤務時間条例第２条第３項または第４項の規定に
より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得
た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額とする。）とする。 

 ⑴～⑸ （略） 
 
 
 
 
 
 
 

たは第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する
勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に、３，０００円（２人
以上の教員が１以上の学級（次条第１号の学級をいう。）を担任する場合であ
って、当該教員数が当該学級数を超えるときは、３，０００円に、当該学級数
を当該教員数で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てた額））を加算した額とする。 
３ 条例附則第３４項の規定は、前項の規定により加算した額には適用しない。 
第４条の２ 義務教育等教員特別手当は、次の各号の校務の種類に応じて支給す
る。 
⑴ 学級（小学校、中学校、義務教育学校および高等学校の学級に限る。ただ
し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１号第２項および第３項に
規定する特別支援学級を除く。）を担任する業務 
⑵ 前号に掲げるもの以外の校務
（支給方法） 
第５条 （略） 

（支給方法） 
第５条 （略） 

別表第１および別表第２を次のように改める。 
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* * * *

+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//
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7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//

+,-./"%0*12345678
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+ ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

2 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

3 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

4 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

5 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

8 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

9 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

: ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

; ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,/ ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,, ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,7 ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,. ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,0 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,1 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,6 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,< ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,= ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,> ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7/ ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7, ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

77 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

7. ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

70 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

71 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//

76 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
* + ./ ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - ., ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - .. ,->// 7-6// 0-<// 1-6//

.0 ,->// 7-6// 0-<//

.1 ,->// 7-6// 0-<//

.6 ,->// 7-6// 0-<//

.< 7-/// 7-6// 0-=//

.= 7-/// 7-6// 0-=//

.> 7-/// 7-6// 0-=//

0/ 7-/// 7-6// 0-=//

0, 7-7// 7-=// 0->//

07 7-7// 7-=// 0->//

0. 7-7// 7-=// 0->//

00 7-7// 7-=// 0->//

01 7-7// .-/// 1-///

06 7-7// .-/// 1-///

0< 7-7// .-/// 1-///

0= 7-7// .-/// 1-///

0> 7-.// .-7// 1-,//

1/ 7-.// .-7// 1-,//

+,-./"%$*12345678
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たは第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する
勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に、３，０００円（２人
以上の教員が１以上の学級（次条第１号の学級をいう。）を担任する場合であ
って、当該教員数が当該学級数を超えるときは、３，０００円に、当該学級数
を当該教員数で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てた額））を加算した額とする。 

３ 条例附則第３４項の規定は、前項の規定により加算した額には適用しない。 
第４条の２ 義務教育等教員特別手当は、次の各号の校務の種類に応じて支給す
る。 
⑴ 学級（小学校、中学校、義務教育学校および高等学校の学級に限る。ただ
し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１号第２項および第３項に
規定する特別支援学級を除く。）を担任する業務 
⑵ 前号に掲げるもの以外の校務
（支給方法） 
第５条 （略） 

（支給方法） 
第５条 （略） 

別表第１および別表第２を次のように改める。 
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* * * *
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8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//
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,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//

+,-./"%0*12345678

+??% 2??% 3??% 4??%

1, 7-.// 7-6// 0-<//

17 7-.// 7-6// 0-<//

1. 7-0// 7-=// 0-<//

10 7-0// 7-=// 0-<//

11 7-0// 7-=// 0-<//

16 7-0// 7-=// 0-<//

1< 7-0// .-/// 0-=//

1= 7-0// .-/// 0-=//

1> 7-0// .-/// 0-=//

6/ 7-0// .-/// 0-=//

6, 7-1// .-7// 0->//

67 7-1// .-7// 0->//

6. 7-1// .-7// 0->//

60 7-1// .-7// 0->//

61 7-6// .-.// 1-///

66 7-6// .-.// 1-///

6< 7-6// .-.// 1-///

6= 7-6// .-.// 1-///

6> 7-6// .-0// 1-,//

</ 7-6// .-0// 1-,//

<, 7-6// .-0// 1-,//

<7 7-6// .-0// 1-,//

<. 7-<// .-1// 1-,//

<0 7-<// .-1// 1-,//

<1 7-<// .-1// 1-,//

<6 7-<// .-1// 1-,//

<< 7-=// .-<// 1-7//

<= 7-=// .-<// 1-7//

<> 7-=// .-<// 1-7//

=/ 7-=// .-<// 1-7//

=, 7-=// .-=// 1-7//

=7 7-=// .-=// 1-7//

=. 7-=// .-=// 1-7//

=0 7-=// .-=// 1-7//

=1 7-=// .-=// 1-7//

=6 7-=// .-=// 1-7//

=< 7-=// .-=// 1-7//

== 7-=// .-=// 1-7//

=> 7->// .->// 1-7//

>/ 7->// .->// 1-7//

>, 7->// .->// 1-7//

>7 7->// .->// 1-7//

>. .-/// 0-/// 1-7//

>0 .-/// 0-///

>1 .-/// 0-///

>6 .-/// 0-///

>< .-,// 0-,//

>= .-,// 0-,//

>> .-,// 0-,//

,// .-,// 0-,//

,/, .-,// 0-7//

,/7 .-,// 0-7//

,/. .-,// 0-7//

,/0 .-,// 0-7//

,/1 .-7// 0-.//

,/6 .-7// 0-.//

!"#$%#&'()*

! " # !$#%

&' ()

* * * *

+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//

+,-./"%0*12345678

+??% 2??% 3??% 4??%

,/< .-7// 0-.//

,/= .-7// 0-.//

,/> .-7// 0-0//

,,/ .-7// 0-0//

,,, .-7// 0-0//

,,7 .-7// 0-0//

,,. .-7// 0-0//

,,0 .-7// 0-0//

,,1 .-7// 0-0//

,,6 .-7// 0-0//

,,< .-.// 0-1//

,,= .-.// 0-1//

,,> .-.// 0-1//

,7/ .-.// 0-1//

,7, .-.// 0-6//

,77 .-.// 0-6//

,7. .-.// 0-6//

,70 .-.// 0-6//

,71 .-.// 0-<//

,76 0-<//

,7< 0-<//

,7= 0-<//

,7> 0-<//

,./ 0-<//

,., 0-<//

,.7 0-<//

,.. 0-<//

,.0 0-<//

,.1 0-<//

,.6 0-<//

,.< 0-<//

,.= 0-<//

,.> 0-<//

,0/ 0-<//

,0, 0-<//

,07 0-<//

,0. 0-<//

,00 0-<//

,01 0-=//

,06 0-=//

,0< 0-=//

,0= 0-=//

,0> 0->//

,1/ 0->//

,1, 0->//

,17 0->//

,1. 0->//

,10 0->//

,11 0->//

,16 0->//

,1< 0->//

,1= 0->//

,1> 0->//

,6/ 0->//

,6, 0->//

,67 0->//

!"#0%#&'()*

! " # !$#%

&' ()

* * * *

+ ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

2 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

3 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

4 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

5 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

8 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

9 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

: ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

; ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,/ ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,, ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,7 ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,. ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,0 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,1 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,6 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,< ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,= ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,> ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7/ ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7, ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

77 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

7. ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

70 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

71 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//

76 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
* + ./ ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - ., ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - .. ,->// 7-6// 0-<// 1-6//

.0 ,->// 7-6// 0-<//

.1 ,->// 7-6// 0-<//

.6 ,->// 7-6// 0-<//

.< 7-/// 7-6// 0-=//

.= 7-/// 7-6// 0-=//

.> 7-/// 7-6// 0-=//

0/ 7-/// 7-6// 0-=//

0, 7-7// 7-=// 0->//

07 7-7// 7-=// 0->//

0. 7-7// 7-=// 0->//

00 7-7// 7-=// 0->//

01 7-7// .-/// 1-///

06 7-7// .-/// 1-///

0< 7-7// .-/// 1-///

0= 7-7// .-/// 1-///

0> 7-.// .-7// 1-,//

1/ 7-.// .-7// 1-,//

+,-./"%$*12345678

+??% 2??% 3??% 4??%
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たは第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する
勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に、３，０００円（２人
以上の教員が１以上の学級（次条第１号の学級をいう。）を担任する場合であ
って、当該教員数が当該学級数を超えるときは、３，０００円に、当該学級数
を当該教員数で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てた額））を加算した額とする。 
３ 条例附則第３４項の規定は、前項の規定により加算した額には適用しない。 
第４条の２ 義務教育等教員特別手当は、次の各号の校務の種類に応じて支給す
る。 
⑴ 学級（小学校、中学校、義務教育学校および高等学校の学級に限る。ただ
し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１号第２項および第３項に
規定する特別支援学級を除く。）を担任する業務 
⑵ 前号に掲げるもの以外の校務
（支給方法） 
第５条 （略） 

（支給方法） 
第５条 （略） 

別表第１および別表第２を次のように改める。 

!"#$%#&'()*

! " # !$#%

&' ()

* * * *

+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//

+,-./"%0*12345678

+??% 2??% 3??% 4??%

1, 7-.// 7-6// 0-<//

17 7-.// 7-6// 0-<//

1. 7-0// 7-=// 0-<//

10 7-0// 7-=// 0-<//

11 7-0// 7-=// 0-<//

16 7-0// 7-=// 0-<//

1< 7-0// .-/// 0-=//

1= 7-0// .-/// 0-=//

1> 7-0// .-/// 0-=//

6/ 7-0// .-/// 0-=//

6, 7-1// .-7// 0->//

67 7-1// .-7// 0->//

6. 7-1// .-7// 0->//

60 7-1// .-7// 0->//

61 7-6// .-.// 1-///

66 7-6// .-.// 1-///

6< 7-6// .-.// 1-///

6= 7-6// .-.// 1-///

6> 7-6// .-0// 1-,//

</ 7-6// .-0// 1-,//

<, 7-6// .-0// 1-,//

<7 7-6// .-0// 1-,//

<. 7-<// .-1// 1-,//

<0 7-<// .-1// 1-,//

<1 7-<// .-1// 1-,//

<6 7-<// .-1// 1-,//

<< 7-=// .-<// 1-7//

<= 7-=// .-<// 1-7//

<> 7-=// .-<// 1-7//

=/ 7-=// .-<// 1-7//

=, 7-=// .-=// 1-7//

=7 7-=// .-=// 1-7//

=. 7-=// .-=// 1-7//

=0 7-=// .-=// 1-7//

=1 7-=// .-=// 1-7//

=6 7-=// .-=// 1-7//

=< 7-=// .-=// 1-7//

== 7-=// .-=// 1-7//

=> 7->// .->// 1-7//

>/ 7->// .->// 1-7//

>, 7->// .->// 1-7//

>7 7->// .->// 1-7//

>. .-/// 0-/// 1-7//

>0 .-/// 0-///

>1 .-/// 0-///

>6 .-/// 0-///

>< .-,// 0-,//

>= .-,// 0-,//

>> .-,// 0-,//

,// .-,// 0-,//

,/, .-,// 0-7//

,/7 .-,// 0-7//

,/. .-,// 0-7//

,/0 .-,// 0-7//

,/1 .-7// 0-.//

,/6 .-7// 0-.//

!"#$%#&'()*

! " # !$#%

&' ()

* * * *

+ ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

2 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

3 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

4 ,-.// ,-0// .-0// 1-,//

5 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

8 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

9 ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

: ,-.// ,-6// .-1// 1-7//

; ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,/ ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,, ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,7 ,-0// ,-<// .-6// 1-.//

,. ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,0 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,1 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,6 ,-1// ,-<// .-=// 1-0//

,< ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,= ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

,> ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7/ ,-6// ,-=// .-=// 1-1//

7, ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

77 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

7. ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

70 ,-<// ,->// 0-/// 1-6//

71 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//

76 ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-/// 0-,// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
* + ./ ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - ., ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-,// 0-,// 1-6//
, - .. ,->// 7-7// 0-7// 1-6//

.0 ,->// 7-7// 0-7//

.1 ,->// 7-7// 0-7//

.6 ,->// 7-7// 0-7//

.< 7-/// 7-.// 0-0//

.= 7-/// 7-.// 0-0//

.> 7-/// 7-.// 0-0//

0/ 7-/// 7-.// 0-0//

0, 7-7// 7-0// 0-0//

07 7-7// 7-0// 0-0//

0. 7-7// 7-0// 0-0//

00 7-7// 7-0// 0-0//

01 7-7// 7-6// 0-6//

06 7-7// 7-6// 0-6//

0< 7-7// 7-6// 0-6//

0= 7-7// 7-6// 0-6//

0> 7-.// 7-6// 0-<//

1/ 7-.// 7-6// 0-<//

+,-./"%0*12345678

+??% 2??% 3??% 4??%

!"#0%#&'()*

! " # !$#%

&' ()

* * * *

+ ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

2 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

3 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

4 ,-.// ,-<// 0-/// 1-,//

5 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

8 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

9 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

: ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

; ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,/ ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,, ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,7 ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,. ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,0 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,1 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,6 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,< ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,= ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,> ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7/ ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7, ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

77 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

7. ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

70 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

71 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//

76 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
* + ./ ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - ., ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - .. ,->// 7-6// 0-<// 1-6//

.0 ,->// 7-6// 0-<//

.1 ,->// 7-6// 0-<//

.6 ,->// 7-6// 0-<//

.< 7-/// 7-6// 0-=//

.= 7-/// 7-6// 0-=//

.> 7-/// 7-6// 0-=//

0/ 7-/// 7-6// 0-=//

0, 7-7// 7-=// 0->//

07 7-7// 7-=// 0->//

0. 7-7// 7-=// 0->//

00 7-7// 7-=// 0->//

01 7-7// .-/// 1-///

06 7-7// .-/// 1-///

0< 7-7// .-/// 1-///

0= 7-7// .-/// 1-///

0> 7-.// .-7// 1-,//

1/ 7-.// .-7// 1-,//

+,-./"%$*12345678
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1, 7-.// .-7// 1-,//

17 7-.// .-7// 1-,//

1. 7-0// .-.// 1-,//

10 7-0// .-.// 1-,//

11 7-0// .-.// 1-,//

16 7-0// .-.// 1-,//

1< 7-0// .-0// 1-7//

1= 7-0// .-0// 1-7//

1> 7-0// .-0// 1-7//

6/ 7-0// .-0// 1-7//

6, 7-1// .-1// 1-7//

67 7-1// .-1// 1-7//

6. 7-1// .-1// 1-7//

60 7-1// .-1// 1-7//

61 7-6// .-<// 1-7//
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9 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

: ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//

; ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,/ ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,, ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,7 ,-0// ,->// 0-,// 1-.//

,. ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,0 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,1 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,6 ,-1// 7-/// 0-7// 1-0//

,< ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,= ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

,> ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7/ ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//

7, ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

77 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

7. ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

70 ,-<// 7-7// 0-0// 1-6//

71 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//

76 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
! " # 7< ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
$ % & 7= ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
* + ./ ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - ., ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
. / 0 .7 ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
, - .. ,->// 7-6// 0-<// 1-6//

.0 ,->// 7-6// 0-<//

.1 ,->// 7-6// 0-<//

.6 ,->// 7-6// 0-<//

.< 7-/// 7-6// 0-=//

.= 7-/// 7-6// 0-=//

.> 7-/// 7-6// 0-=//

0/ 7-/// 7-6// 0-=//

0, 7-7// 7-=// 0->//

07 7-7// 7-=// 0->//

0. 7-7// 7-=// 0->//

00 7-7// 7-=// 0->//

01 7-7// .-/// 1-///

06 7-7// .-/// 1-///

0< 7-7// .-/// 1-///

0= 7-7// .-/// 1-///

0> 7-.// .-7// 1-,//

1/ 7-.// .-7// 1-,//
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,/< .-7// 0-1//

,/= .-7// 0-1//

,/> .-7// 0-6//

,,/ .-7// 0-6//

,,, .-7// 0-6//

,,7 .-7// 0-6//

,,. .-7// 0-<//

,,0 .-7// 0-<//

,,1 .-7// 0-<//

,,6 .-7// 0-<//

,,< .-.// 0-<//

,,= .-.// 0-<//

,,> .-.// 0-<//

,7/ .-.// 0-<//

,7, .-.// 0-<//

,77 .-.// 0-<//

,7. .-.// 0-<//

,70 .-.// 0-<//

,71 .-.// 0-<//

,76 .-.// 0-<//

,7< .-.// 0-<//

,7= .-.// 0-<//

,7> .-0// 0-<//

,./ .-0// 0-<//

,., .-0// 0-<//

,.7 .-0// 0-<//

,.. .-0// 0-=//

,.0 .-0// 0-=//

,.1 .-0// 0-=//

,.6 .-0// 0-=//

,.< .-0// 0->//

,.= .-0// 0->//

,.> .-0// 0->//

,0/ .-0// 0->//

,0, .-1// 0->//

,07 .-1// 0->//

,0. .-1// 0->//

,00 .-1// 0->//

,01 .-1// 0->//

,06 .-1// 0->//

,0< .-1// 0->//

,0= .-1// 0->//

,0> .-1// 0->//

,1/ .-1// 0->//

,1, .-1// 0->//

,17 .-1// 0->//

,1. .-1// 0->//
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7-7// 7-6// .-1// 0-0//



（管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正） 
第６条 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成３年福井県人事委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
改正後 改正前 

 （管理職員特別勤務手当の額等） 
第３条 条例第１９条の２第３項第１号の人事委員会規則で定める額は、次の各 
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴～⑶ （略）
⑷ 前条第４号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例
第５条第１項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア ６号給および任期付研究員条例第５条第５項の規定による給料月額 １
万２，０００円
イ～エ （略）

２ （略） 

 （管理職員特別勤務手当の額等） 
第３条 条例第１９条の２第３項第１号の人事委員会規則で定める額は、次の各 
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
⑴～⑶ （略）
⑷ 前条第４号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例
第５条第１項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア ６号給および任期付研究員条例第５条第４項の規定による給料月額 １
万２，０００円
イ～エ （略）

２ （略） 

   附 則 
（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定（福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第２５条第２項第１号の改正規定、
同条の次に１条を加える改正規定および第２６条第７項を削る改正規定を除く。）および第５条の規定は令和８年１月１日から、第２条の規定（福井県一般職
の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第２５条第２項第１号の改正規定および同条の次に１条を加える改正規定に限る。）は令和８年４月１日から施
行する。 
２ 第１条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、第２条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する
条例施行規則第２６条、第３条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則、第４条の規定による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の
規定は、令和７年４月１日から適用する。 

30 令和7年12月25日（木）　　福 井 県 報 号 外 第 91 号
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5 ,-.// ,-=// 0-,// 1-7//
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7/ ,-6// 7-,// 0-0// 1-1//
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76 ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
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$ % & 7= ,-=// 7-.// 0-6// 1-6//
' ( ) 7> ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
* + ./ ,->// 7-0// 0-<// 1-6//
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1= 7-0// .-0// 1-7//
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6/ 7-0// .-0// 1-7//

6, 7-1// .-1// 1-7//

67 7-1// .-1// 1-7//
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60 7-1// .-1// 1-7//
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=. 7-=// 0-///

=0 7-=// 0-///

=1 7-=// 0-,//
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=< 7-=// 0-,//

== 7-=// 0-,//
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>, 7->// 0-7//
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>. .-/// 0-.//

>0 .-/// 0-.//
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>> .-,// 0-0//

,// .-,// 0-0//

,/, .-,// 0-0//

,/7 .-,// 0-0//

,/. .-,// 0-0//

,/0 .-,// 0-0//

,/1 .-7// 0-1//

,/6 .-7// 0-1//

,/< .-7// 0-1//

,/= .-7// 0-1//

,/> .-7// 0-6//

,,/ .-7// 0-6//

,,, .-7// 0-6//

,,7 .-7// 0-6//

,,. .-7// 0-<//
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,,1 .-7// 0-<//

,,6 .-7// 0-<//

,,< .-.// 0-<//
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,.> .-0// 0->//
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,0. .-1// 0->//

,00 .-1// 0->//

,01 .-1// 0->//

,06 .-1// 0->//

,0< .-1// 0->//

,0= .-1// 0->//

,0> .-1// 0->//
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,1, .-1// 0->//
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